
No 質問箇所 質問事項 回答

1

特記19-3-10
プライマー（BLG）

BLGのプライマー塗布に関して、下地処理に関する記載はあり
ませんが、下地処理が必要と判断された場合には変更の対象に
なりますでしょうか。

床版の下地処理方法については、舗装施工管理要領Ⅲ-3-7（1）4）①「既
存タックコート（防水層なし）」に示すとおりスチールショットブラスト
により、投射密度50ｋｇ/ｍ2程度の1回研掃を標準とし、これに要する費用
は契約単価に含まれております。

2

特記19-3-13
施工（5）

「BLGの施工は試験舗装で定めた施工条件により実施するもの
とする」と記載がありますが、試験練り、試験舗装でクッカー
車の積載量が一律5tと決まった場合には、日々施工におけるロ
ス分及び廃棄混合物に関する費用は変更対象となりますでしょ
うか。

BLGの日々の施工はクッカー車の積載量を一律5ｔとした施工を想定してい
ます。したがって、ロス等に要する費用は単価に含まれます。
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